
血液病理認定医制度について 

（１）血液病理認定医制度の目的（日本リンパ網内系学会 血液病理認定医制度委員会

規則より抜粋） 

 リンパ腫および類縁疾患の診断・治療に関する総合的知識および専門的技量を有する

優れた医師・歯科医を認定し、社会への啓発や情報提供および若手医師の育成に努める

ことにより、これらの疾患診療の向上を図り、国民の福祉に貢献することを目的とする。 

（２）血液病理認定医とは 

優れた血液病理診断能力を有し、リンパ腫および類縁疾患の診療に貢献、さらに血液

病理学の進歩、発展に寄与できる病理専門医または口腔病理専門医です。 

（３）血液病理認定医の認定について 

病理専門医または口腔病理専門医として認定されていることが必要です。その上で、

血液病理認定医には、血液病理診断における十分な実績と能力を有し、かつ血液病理学

研究に寄与していることが求められます。血液病理診断の実績と日本リンパ網内系学会

における学術集会での発表実績等に関する書類審査と共に、血液病理分野における診断

能力を測る試験を実施し、合格者を血液病理認定医として認定します。血液病理認定医

認定試験につきましては 2026 年以降に準備が整い次第、施行いたしますが、制度発足

より当面は下記の移行措置による血液病理認定医の認定を行います。 

（４）移行措置による血液病理認定医について 

 血液病理認定医制度発足にあたり、血液病理診断に深く携わってきた病理専門医・

口腔病理専門医には発足から当面 5年間にわたり、移行措置の手続きにより血液病

理認定医認定試験等を免除し、血液病理認定医の資格を与える。（日本リンパ網内

系学会 血液病理認定医制度細則より抜粋） 

 移行措置による血液病理認定医の認定申請時において 3 年以上継続して日本リン

パ網内系学会の会員であり、会費を完納していること。なお、会員には名誉会員を

含みます。 

 詳細は下記の関連リンク「日本リンパ網内系学会 血液病理認定医移行細則」等を

ご確認ください。 

（５）第一回目の移行措置による血液病理認定医の認定申請について 

 第一回目の移行措置による血液病理認定医（以下、移行血液病理認定医）の認定申

請期間は 2023 年 3 月 1日から 31日となります。 

 申請基準、申請書類等に関しましては下記のリンクにある「日本リンパ網内系学会 

血液病理認定医移行細則」、「移行措置による血液病理認定医認定申請書および必要

書類」、「2023 年移行措置による血液病理認定医認定スケジュール」「資格審査料、

認定審査料、資格登録料の振込先ご案内」「個人情報保護についてのご案内」を必

ずご確認ください。 



 下記関連リンクの「移行措置による血液病理認定医認定申請書および必要書類はこ

ちら」から必要書類をダウンロードの上、必要事項を記入し、2023 年 3月 31 日必

着で下記住所まで郵送してください。 

 なお、今回ホームページ上で新たに公開しました申請書の改訂版「移行措置による血液病理

認定医認定申請書および必要書類 改訂版（202302）」を用いて移行措置による血液病理認

定医認定申請していただいても、先般公開いたしました「移行措置による血液病理認定医認

定申請書および必要書類（202212）」を用いて申請していただいてもどちらでも構いません。 

 

 

必要書類等郵送先： 〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2-5-1 総合教育研究棟７階 

岡山大学 分子血液病理学内 

日本リンパ網内系学会 移行認定医審査係 宛て 

 

お問い合わせ先：日本リンパ網内系学会運営事務局 E-mail：jsltr@okayama-u.ac.jp 

 

以下の、関連リンクをご参照ください。 


